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土地譲渡契約書等に基づき、王子陸上競技場等建物解体工事に関する説明会の開催を 

神戸市が関西学院に直ちに要請することを求める陳情 

陳情第171号  都市局 

陳 情 要 旨 等

陳情者 神戸市灘区 堀口 清志 

陳
情
要
旨

【陳情第 171 号】 
土地譲渡契約書第10条６や、環境省の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコ

ミュニケーションガイドライン等に基づき、神戸市は関学に対して住民説明会の開催を直ちに

要請すること。

陳 情 に 対 す る 神 戸 市 の 考 え 方

関西学院の新キャンパス計画の概要については、これまでも優先交渉権者の決定時や、基本協定締結時

に示しており、現在、関西学院にて計画の詳細について検討が進められているところです。 

 関西学院が行う工事については、法令を遵守するとともに、土地譲渡契約に基づき、周辺住民への事前

説明を行うよう本市から求めており、令和７年９月に灘区の 15 の連合自治会で構成される行政連絡会に

おいて、関西学院と共に、園路の一部通行止めや、既存施設等の撤去工事について説明を実施しておりま

す。特に、王子公園に近接する５自治会に対しては、関西学院による既存施設等の解体工事の実施にあた

り、ガイドラインに基づき、石綿の除去も含めた具体的な作業手順等を示した施工計画の事前説明を行う

とともに、住民の方への周知方法等について、節目節目での相談を行ったうえで、各自治会への工事案内

資料の回覧や掲示などで対応しております。 

また、近隣住民以外の公園利用者に対しても、現地での工事案内看板の設置や本市のホームページでも

広く周知しているほか、他の自治会や住民の方から問い合わせ等があった場合にも、関西学院が個別に説

明の機会を設けるなどしており、現在、関西学院は解体工事に関する必要な説明を実施しているものと考

えています。 
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